
神戸市が発行する小児慢性特定疾病受給者証をお持ちの方へ 

 

 

 

 
 

令和 4 年７月１日以降、神戸市が発行する小児慢性特定疾病受給者証の指定医療機関の記

載方法を下記のとおり変更します。 

 

  

 

（１）受給者証 

【変更後】               【変更前】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他 

・ 受給者証に記載する医療機関の追加等の変更申請は不要となります。 

・ 申請書には従来通り、受診予定の指定医療機関を全て記入してください。 

 

 

 

 ・ 現在の受給者証の有効期限の終了日までに、新たに受給者証を交付する理由（保険変更

等）がない場合は、更新後に交付する受給者証から上記の記載になります。（※） 

・ 指定医療機関以外の医療機関の受診では、医療費助成の対象となりません。指定を受け

ているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページにおいてご確認ください。 

・ 指定医療機関であっても、受給者証に記載された病名に関係がない治療等は、医療費助

成の対象となりません。 

 

（※）変更前の受給者証でも、受給者証に記載のない指定医療機関で使用できます。 
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